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告示 328 令和８年度（2026年度）における国民健康保険料率について 国民健康保険課

公告 255
姫路市育児用品ギフト事業業務委託に係る公算型プロポーザルの実
施について

こども総務課
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姫路市告示第 ３２８号 

令和 ８年 ５月２９日 

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰 

 

令和８年度（2026年度）における国民健康保険料率について 

 

 姫路市国民健康保険条例（昭和３４年姫路市条例第５号）第１７条の３第１項、第１

７条の７の５第１項、第１８条第１項及び第１８条の２の５第１項の規定により、令和

８年度（2026年度）における国民健康保険料率を下記のとおり決定したので、同条例第

１７条の３第３項、第１７条の７の５第３項、第１８条第３項及び第１８条の２の５第

３項の規定により告示する。  

 

                   記 

 

 １ 被保険者に係る基礎賦課額の保険料率 

(1) 所得割           １００分の７．１ 

(2) 被保険者均等割        ３０，２１０円 

(3) 世帯別平等割         １８，７７０円 

 

 ２ 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

(1) 所得割           １００分の３．１ 

(2) 被保険者均等割        １２，８６０円 

(3) 世帯別平等割          ７，９９０円 

 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

(1) 所得割           １００分の２．７ 

(2) 被保険者均等割        １２，９３０円 

(3) 世帯別平等割          ６，３９０円 

 

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 

(1)  所得割             １００分の０．３ 

(2)  被保険者均等割          １，１８０円 

 １８歳以上被保険者均等割        ５０円 

(3)  世帯別平等割             ７３０円 



姫路市公告第 ２５５号 

令和 ８年 ５月２９日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市育児用品ギフト事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実

施について 

 

標記の件について、下記のとおり公告する。 

 

                  記 

１ プロポーザルに付する事項 

⑴ 業務名 

姫路市育児用品ギフト事業業務委託 

⑵ 業務の概要 

本業務は、乳児家庭全戸訪問事業時に育児用品に交換できるギフトカードを配

布することにより、育児における経済的な負担軽減を図りつつ、姫路市公式ＬＩ

ＮＥの登録勧奨を行うことで、継続的な子育て情報の発信・周知体制作りに結び

付け、保護者の子育てに関する不安、孤立感の解消を図るものである。 

 ⑶ 履行場所 

姫路市全域 

⑷ 契約期間 

  契約締結日から令和１１年８月３１日まで 

⑸ 提案上限金額 

  月額２ , ８３２千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 

 

 



 

２ プロポーザルの実施 

⑴ 本件は、姫路市育児用品ギフト事業業務委託公募型プロポーザル募集要項に基

づき実施する。 

  姫路市育児用品ギフト事業業務委託公募型プロポーザル募集要項は、姫路市役

所ホームページで提供する。

(https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000033295.html)  

⑵ 担当部署及び連絡先 

姫路市こども未来局こども育成部こども支援課 

〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地 

  電話：０７９－２２１－２１４４

 


